
4月1日から75歳以上の方と、65歳から74歳までの障がい認定を受けた方を対象とする、長寿医療制度（後期高

齢者医療制度）がスタートしました。前年の所得を基に算定され、加入者一人ひとりが納付することになる保険

料について、その納付方法や始まりの時期をわかりやすくお知らせします。

なお、厚生労働省では、本制度を身近で親しみやすいものにするため、通称を�������	としました。正

式名称は従来の後期高齢者医療制度のままで変わりありません。
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��������【長寿医療制度については】�福祉課国保医療年金係　�62-1211(内線126)
　　　　　　　　【国民健康保険税については】　財務課税務係　�62-1211(内線257)

�低所得者に対する軽減
　国保税の7割・5割・2割軽減を受けている世帯について、長寿医療制度への移行により世帯の被保険者が減
　少しても、5年間は従前と同様の軽減措置が受けられます。また、2割軽減は自動的に適用されます。
�世帯単位の平等割を半額に軽減
　長寿医療制度への移行により世帯の被保険者が減少し、単身加入者となる方については、国保税の平等割
　が5年間半額になります。
�社会保険などの被扶養者であった方の国保税減免
　社会保険などの被保険者(本人)が長寿医療制度へ移行したことにより、その被扶養者だった方が国保に加
　入した場合の国保税を2年間減免します。
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10.30％1.10％9.20％所得割
72.00％7.00％65.00％資産割
35,000円7,000円28,000円均等割
41,000円6,000円35,000円平等割
650,000円90,000円560,000円課税限度額
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10.30％2.20％2.10％6.00％
72.00％12.00％10.00％50.00％
35,000円7,000円8,000円20,000円
41,000円7,000円8,000円26,000円
650,000円90,000円90,000円470,000円
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